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○

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
程
（
平
成
二
十
年
金
融
庁
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第
一
号
）

改

正

案

現

行

（
銀
行
等
共
済
募
集
制
限
先
に
該
当
し
な
い
法
人
）

（
銀
行
等
共
済
募
集
制
限
先
に
該
当
し
な
い
法
人
）

第
一
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第

第
一
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第

十
五
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次

十
五
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
法
人
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

規
則
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
も

（
新
設
）

の
は
、
同
号
イ
の
規
定
に
よ
り
資
金
の
貸
付
け
（
手
形
の
割
引
を
含
む
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
銀
行
等
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号

）
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
い
う
。
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
以
外
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

日
本
銀
行

二

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第
四
条
第
十
三
項

第
四
号
（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
二
号

）
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
も
の

ロ

信
用
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
十
一

条
第
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

労
働
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
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十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
八
十
五
号
）
第

七
条
第
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

ホ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年

政
令
第
四
十
四
号
）
第
三
条
第
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
（
イ
か
ら

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ヘ

農
業
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
一
号
）

第
一
条
の
十
第
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
（
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）

ト

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
八
号
）
第

十
条
第
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
（
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

（
特
例
地
域
金
融
機
関
が
講
ず
べ
き
措
置
）

（
特
例
地
域
金
融
機
関
が
講
ず
べ
き
措
置
）

第
二
条

規
則
第
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る

第
二
条

規
則
第
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る

措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

銀
行
等
の
使
用
人
の
う
ち
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
て
顧
客

一

銀
行
等
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
七
十
五
条
第

と
応
接
す
る
業
務
を
行
う
者
が
、
当
該
業
務
に
お
い
て
応
接
す
る
事
業
者
（

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使

当
該
銀
行
等
が
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
者
に
限
る
。

用
人
の
う
ち
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
て
顧
客
と
応
接
す
る
業

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
関
係
者
（
当
該
事
業
者
が
常
時
使
用
す
る
従
業

務
を
行
う
者
が
、
当
該
業
務
に
お
い
て
応
接
す
る
事
業
者
（
当
該
銀
行
等
が

員
及
び
当
該
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
の
当
該
事
業
者
の
役
員
を
い
う
。

事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
共
済
契
約
者
又
は
被
共
済
者
と
す
る
共
済
契
約

同
じ
。
）
の
関
係
者
（
当
該
事
業
者
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
及
び
当
該
事
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（
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で

業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
の
当
該
事
業
者
の
役
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒

同
じ
。
）
を
共
済
契
約
者
又
は
被
共
済
者
と
す
る
共
済
契
約
（
規
則
第
十
五

介
を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
わ
な
い

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

二

（
略
）

二

（
略
）


